
 

「全国計画への提案」について（案） 

 

◆提案方法 

  ①府県･政令市単独による提案 

・法律に基づく提案（素案が必要） 

・府県･政令市が、各区域内の課題等を踏まえ、独自に検討 

 

  ②府県･政令市の共同による提案 

・法律に基づく提案（素案が必要） 

・検討会議での議論も踏まえ、ＫＣが中心となって検討・とりまとめ 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※提案制度に基づき、府県・政令市が平成１９年１月末までに提出すれば、その内容は

計画部会並びに国土審議会に諮られる。 
 

参考：国土形成計画法より 

 

（全国計画に係る提案等）  

第八条 都道府県又は指定都市は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、当

該都道府県又は指定都市の区域内における第二条第一項各号に掲げる事項に関す

る施策の効果を一層高めるために必要な全国計画の案（全国計画の変更の案を含

む。以下この条において同じ。）を作成することを提案することができる。この

場合においては、当該提案に係る全国計画の案の素案を添えなければならない。 

① 府県・政令市単独 

② 府県・政令市共同（全部又は一部）

近畿圏広域計画検討会議での議論

 

 

国土交通省へ提出

資料５

KCがとりまとめ



全国計画への提案に際しての留意事項

計画提案制度について、全国計画を担当する国土計画局総合計画課から聴取した

内容は以下のとおり。

・計画提案は、中間とりまとめで示されているグランドデザインの第１部に相当す

る箇所だけではなく計画全体に対してできるもの。

・また、中間とりまとめは、計画部会の基本的な考え方を示したものであることか

ら、中間とりまとめの記述に対する追加や修正等は、計画本文に対して行う提案

とはならない。

・計画提案を行う際に添付する素案とは、全国計画の案文そのものでイメージとし

ては１パラグラフ程度を想定（全体の素案を提出するということではない 。）

・昨年１２月の局長通知にある「計画提案の内容」とは素案の内容を簡潔にまとめ

たもので、いわばタイトルのようなもの。

・昨年１２月の局長通知にある「計画提案の理由」の趣旨は、今回の制度が、一方

的に国に対して○○をするべきといった提案ではなく、国において○○に取り組

むことにより、かくかくしかじかの理由で自治体における○○といった取組の効

果がより高まるといった国と自治体それぞれの取組をセットで考える提案をいた

だきたいということ。



■■■■■■■ ■



 
○ 国土形成計画法（昭和２５年法律第２０５号）（抄） 

（国土形成計画） 

第２条 この法律において「国土形成計画」とは、国土の利用、整備及び保全（以下「国土の形

成」という。）を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものを

いう。 

一 土地、水その他の国土資源の利用及び保全に関する事項 

二 海域の利用及び保全（排他的経済水域及び大陸棚に関する法律（平成８年法律第７４号）

第１条第１項の排他的経済水域又は同法第２条の大陸棚における同法第３条第１項第１号か

ら第３号までに規定する行為を含む。）に関する事項 

三 震災、水害、風害その他の災害の防除及び軽減に関する事項 

四 都市及び農山漁村の規模及び配置の調整並びに整備に関する事項 

五 産業の適正な立地に関する事項 

六 交通施設、情報通信施設、科学技術に係る研究施設その他の重要な公共的施設の利用、整

備及び保全に関する事項 

七 文化、厚生及び観光に関する資源の保護並びに施設の利用及び整備に関する事項 

八 国土における良好な環境の創出その他の環境の保全及び良好な景観の形成に関する事項 

２ （略） 

（全国計画に係る提案等） 

第８条 都道府県又は指定都市は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、当該都道府県又

は指定都市の区域内における第２条第１項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高める

ために必要な全国計画の案（全国計画の変更の案を含む。以下この条において同じ。）を作成

することを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る全国計画の案の素案

を添えなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による提案（以下この条において「計画提案」という。）が行

われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた全国計画の案（計画提案に係る全国計画の

案の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる全国計画の案をいう。第４項において同

じ。）を作成する必要があるかどうかを判断し、当該全国計画の案を作成する必要があると認

めるときは、その案を作成しなければならない。 

３ 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた全国計画の案（計画提案に係る全国計画の案の素

案の内容の一部を実現することとなる全国計画の案をいう。）を作成しようとする場合におい

て、第６条第５項（同条第８項において準用する場合を含む。）の規定により国土審議会にお

ける調査審議を経ようとするときは、当該計画提案に係る全国計画の案の素案を提出しなけれ

ばならない。 

４ 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた全国計画の案を作成する必要がないと判断したと

きは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした都道府県又は指定都市に通知し

なければならない。 

５ 国土交通大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、国土審議会に

当該計画提案に係る全国計画の案の素案を提出してその意見を聴かなければならない。  

 

 

別紙



 

○ 「総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律等の施行に

ついて」（平成１７年１２月２２日国計総発第９５号）抜粋 

４．全国計画について（法第６条） 

(1) 趣旨 

全国計画は、我が国における国土の利用、整備及び保全に関する計画のうち、総合的かつ

長期的な国土の形成に関する施策の基本的方向性を指し示すものであり、国土利用計画法に

基づく国土利用計画（全国計画）と一体のものとして定める。全国計画には、国土の形成に

関する基本的方針、目標のほか、目標達成のため全国的な見地から必要と認められる基本的

施策を中心に記述する。 

(2) 都道府県等の意見聴取（法第６条第５項）及び計画提案制度（法第８条） 

 ①趣旨 

地方分権や計画策定手続の透明化に対する要請の高まり等に対応するとともに、各地域

における総合的な国土の形成の指針となる全国計画が効果的なものとなるよう策定するた

めには、地域の実情に精通した地方公共団体の意見を踏まえることが重要である。このた

め、全国計画の案を作成する段階で、都道府県及び地方自治法第２５２条の１９第１項の

指定都市（以下「指定都市」という。）の意見を聴かなければならないこととするとともに、

都道府県及び指定都市（以下「都道府県等」という。）からの計画提案制度を設けること

とした。これは、地方公共団体の発意を尊重し、これを適時適切に計画に反映させること

を通して、地方公共団体が主体的に国土形成計画の策定に参画することを促進するととも

に、国と地方の対等な立場による意見調整システムの実現を企図している。 

計画提案がなされた場合には、当該提案に係る素案の国土審議会への提出や、提案を行

った都道府県等への回答を国土交通大臣に義務付けている。 

②手続 

計画提案の提出に際しては、次に掲げる事項を記載した提案書に全国計画の素案を添え

て提出するものとする。 

① 計画提案の内容 

② 計画提案の内容が当該地方公共団体の区域内における施策の効果を一層高めること

となる理由その他計画提案の理由 

国土交通大臣は、都道府県等から提案を受けた場合、社会経済情勢、財政状況等を勘案

し、提案内容の必要性、実現性、妥当性等の観点から、全国的な見地での必要性を検討し、

提案内容を全国計画に位置付けるべきか否かについて個別具体的に判断する。 

計画提案においては、国土交通大臣がその適否を判断することができるよう、どのよう

な内容を計画に盛り込むべきと考えているのか分かるように素案として具体的に示すこと

が求められるとともに、都道府県等が自ら取り組む施策との関係等を含め、その提案理由

が示されることが必要である。また、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべき

ものとして定めるという全国計画の趣旨にかんがみ、原則として具体的な個別事業そのも

のを全国計画の内容とすることは想定しておらず、したがって係る内容が提案されること

は想定していない。 

なお、全国計画に対する意見及び計画提案の提出に当たっては、管内地方公共団体等関

係機関とも十分調整を図ることが望まれる。 

 



 

③今後の予定 

全国計画は、現在、国土審議会計画部会において調査審議中であり、平成１８年秋期を

目途に計画部会中間とりまとめ（以下「中間とりまとめ」という。）を行う予定である。「中

間とりまとめ」は、国土審議会計画部会において議論された、全国計画の基本的方針、計

画に盛り込むべき基本的施策についての考え方等をとりまとめたものである。この「中間

とりまとめ」の公表後、都道府県等の計画提案も踏まえ、全国計画の原案を作成し、その

後、これに対する都道府県等の意見聴取（法第６条第５項）を行い、平成１９年中頃まで

に全国計画が策定できるよう、検討作業を進める。 

全国計画に関する計画提案の提出期日については、「中間とりまとめ」の公表の前後に改

めて通知する。計画提案は、公表された「中間とりまとめ」を都道府県等において参照の

上、提出されることで、建設的かつ効率的な過程となることが期待される。ただし、「中間

とりまとめ」の公表以前に計画提案を行うことを妨げるものではない。 

また、全国計画の原案に対する意見については、国土交通大臣が別に定める期日までに

提出を求めることとなる。 

 


